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新
中
閣
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
づ
い
て

第
七
十
主
巻

四

七

第
六
時
国

山ノ、

新
中
園
に
お
り
る
工
商
業
の
調
整
に
つ

い
て

木

毅

開

題

今
日
漸
〈
新
中
園
に
治
け
る
遁
渡
の
問
題
が
と

p
あ
げ
ら

J

れ
て
い
る
が
、
こ
白
問
題
は
、
グ
し
〈
担
張
尚
に
い
い
え
ぼ
、
企
私
経
済
の

問
題
に
置
換
し
う
る
で
あ
b
う。

表
題
の
工
商
業
白
調
査
は
、
過
渡
と
し
て
の
新
民
主
主
義
的
祉
舎
に
お
け
る
公
私
経
済
問
題
ぜ
あ
る
。

工
商
業
の
調
整
問
題
は
、
一
九
五

O
年
ゴ
一
月
以
来
一
ニ
ヶ
月
に
わ
た
っ
て
開
催
さ
れ
た
中
央
人
民
政
府
勢
働
部
召
集
の
各
省
市
持
働
局

長
曾
議
、
政
務
院
財
経
委
員
曾
召
集
の
各
大
城
市
工
商
同
長
曾
議
、
財
政
部
召
集
心
各
大
城
市
税
務
局
長
合
議
に
お
け
る
共
同
意
見
と
し

て
出
さ
れ
、
又
四
月
十
四
日
人
民
政
府
委
員
曾
第
七
次
脅
議
に
お
い
て
、
毛
津
東
及
び
陳
雲
に
よ
っ
て
今
後
数
ヶ
月
財
経
由
重
賄
工
作

と
し
て
賢
施
さ
れ
る
旨
主
張
さ
れ
て
い
た
白
て
あ
る
ο

調
整
白
大
綱
は
、

一
九
五

O
年
六
月
六
日
中
園
共
産
第
第
七
回
第
三
次
中
央
全
牒
曾
議
に
お
け
る
宅
揮
東
の
報
告
に
よ
っ
て
示
さ
れ
、

つ
い
て
六
月
十
五
日
中
園
人
民
協
商
曾
議
第
一
回
全
閣
委
員
曾
第
二
女
曾
議
に
む
け
る
陳
雲
及
び
薄
一
波
の
報
告
に
よ
っ
て
、
施
行
心

細
部
に
わ
た
る
具
岡
田
方
法
が
明
か
に
吉
れ
h
。



毛
揮
東
は
前
掲
舎
議
に
治
い
て
「
わ
れ
わ
れ
が
現
在
ナ
ゼ
に
財
政
牧
支
が
平
衡
に
近
づ
章
、
通
貨
が
膨
脹
を
停
止
し
、
物
慣
が
安
定

に
む
か
つ
た
等
々
、
経
済
戦
線
に
お
い
て
一
大
勝
利
を
得
た
己
と
は
、
財
政
経
済
情
況
が
好
柑
押
し
は
じ
め
た
こ
と
を
示
し
て
い
る
、
が

し
か
し
己
れ
は
根
本
的
好
将
を
示
す
も
の
で
は
な
い
。
も
し
も
財
政
経
済
の
根
木
的
好
障
を
獲
得
し
よ
う
と
す
る
な
ら
ば
、
付
土
地
改

草
の
完
成

同
現
存
工
商
業
D
Aロ
理
調
整

日
開
園
家
機
構
所
要
経
費
出
大
節
減
由
三
ケ
僚
件
を
必
要
と
す
る
。
こ
白
三
ケ
傑
件
を
た
た

か
い
と
る
た
め
、
大
約
三
年
、
或
は
そ
れ
よ
り
多
少
長
い
時
間
を
必
要
と
し
主
う
」
と
し
、
工
商
業
の
調
整
に
閲
し
て
「
財
政
経
済

工
作
り
統
一
管
理
と
統
一
指
導
を
輩
固
に
し
、
財
政
牧
支
の
平
衡
と
物
債
の
安
定
を
輩
固
に
す
る
。
と
の
方
針
白
下
陀
、
税
牧
を
調
整

者

Eむ

し
、
人
民
の
負
婚
を
軽
減
す
る
よ
う
酌
量
す
る
。
統
轄
的
計
劃
と
公
私
粂
顧
の
方
針
白
下
に
、
経
済
白
官
閏
怯
と
無
政
府
欣
態
を
途
扶

消
波
さ
せ
、
現
存
工
商
業
を
合
理
調
整
し
、
公
私
関
係
と
第
費
関
係
を
適
切
に
し
て
委
営
主
改
善
を
し
、
各
種
祉
曾
成
因
を
し
て
、
社

合
主
義
的
佐
賀
主
も
つ
園
替
経
済
の
指
導
白
下
て
、
分
工
合
作
、
各
々
そ
の
所
在

ιて
、
以
て
全
世
脅
経
済
の
快
復
と
登
展
を
促
準
す

る
」
と
誼
ベ
て
い
る
。

毛
祖
仲
東
心
報
告
は
、
工
商
業
の
調
整
が
財
政
収
支
の
平
衡
化
と
物
侵
安
定
佑
白
趨
勢
を
中
関
経
済
の
棟
木
的
好
縛
に
設
展
さ
せ
る
た

め
、
各
社
合
成
長
を
し
て
圏
皆
経
済
白
指
導
の
下
に
分
工
合
作
せ
し
め
る
と
と
を
目
的
と
し
、
調
整
D
重
貼
を
税
収
と
公
私
関
係
、
附
宵

費
関
係
に
お
き
、
更
に
調
整
が
財
経
工
作
の
統
一
管
理
と
統
一
指
導
を
輩
回
に
よ
る
方
針
白
下
に
賀
施
さ
れ
る
と
と
を
明
か
に
し
て
い

る。
こ
白
財
経
工
作
の
統
一
管
現
と
統
一
指
導
を
輩
固
に
す
る
方
針
は
、
所
担
問
「
統
-
圏
家
財
政
経
済
工
作
」
で
あ
っ
て
、
新
中
園
鷲
足

常
初

k
b
け
る
最
も
重
要
在
意
義
士
も
つ
財
政
経
済
政
策
で
あ
っ
た
。

統
一
財
経
工
作
は
、

新
中
聞
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
づ
い
て

一
九
五

O
年
三
月
三
日
「
園
家
財
政
経
済
工
作
の
統
一

r闘
す
る
決
定
」
に
上
っ
て
木
格
的
た
賢
施
を
み
た
が
、

静
六
掛

第
七
十
五
巻

四

l¥ 

七



新
中
園
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
7

いて

第
七
十
五
巻

四

九

第
六
按

戸、

一
九
五

0
年
度
全
園
財
政
収
支
概
算
に
よ
っ
て
開
始
さ
れ
て
い
た
も
の
で
あ
る
。
統
一
財
経
工
作
の
基
木
的
内

容
は
、
付
金
困
財
政
牧
支
D
統
て
付
金
閣
物
資
調
達
庭
理
の
統
一
、
同
晶
一
園
現
金
管
理
白
統
一
(
こ
れ
を
財
政
牧
支
白
卒
街
、
物
安

調
達
庭
理
の
平
衡
及
び
現
金
牧
支
の
平
衡
止
し
て
一
一
一
一
平
原
則
と
も
い
ろ
〕
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
賞
践
的
課
題
は
、
財
政
牧
支
を

平
衡
L
物
債
を
安
定
さ
せ
、
経
演
を
重
貼
的
に
快
復
き
せ
る
こ
し
f

に
あ
る
。
然
し
統
一
財
経
工
作
は
、
財
経
工
作
の
原
則
か
ら
す
れ
ば
、

手
白
試
行
的
貿
施
は
、

品
位
郊
の
統
一
指
摘
申
、
完
全
分
割
管
理
方
式
を
、
統
一
指
事
に
統
一
管
理
方
式
に
改
め
、
財
経
上
の
所
謂
中
央
集
模
を
確
立
し
、
唱
措
置
経

掛
か
ら
園
局
経
済
え
日
登
展
に
封
慮
ず
る
も
の
で
あ
っ
た
。
更
に
革
命
の
過
程
か
ら
す
れ
ば
、
新
民
主
主
義
的
駅
舎
建
設
の
勝
利
を
保

護
し
、
中
国
革
命
の
第
二
歩
た
る
枇
曾
主
義
革
命
の
進
展
を
持
う
も
の
で
あ
っ
た
。

周
知
の
如
く
、

一
九
四
九
年
十
月
一
日
出
華
人
民
共
和
闘
の
成
立
壮
、
五
回
運
動
二
九
一
九
年
〉
以
来
の
中
国
革
命
の
第
一
歩
た

る
新
民
主
主
義
革
命
を
絡
了
さ
せ
、
そ
こ
に
所
割
問
新
民
主
主
義
的
世
舎
を
建
設
し
た
。
即
ち
新
民
主
主
義
革
命
は
、
中
園
に
お
け
る
帝

雪

E

園
主
義
、
封
建
主
義
及
び
官
僚
主
義
的
統
治
を
釘
倒
し
、
工
人
階
級
、
農
民
階
級
、
小
資
産
家
階
級
友
ぴ
民
族
資
産
家
階
級
連
合
の
人

民
協
商
的
統
治
と
し
、
ヰ
殖
民
地
ヰ
封
建
的
経
済
秩
序
を
改
嬰
し
、
A

広
私
分
工
合
作
の
一
新
民
主
主
義
的
経
済
秩
序
を
建
設
し
た
。
新
経

済
秩
序
の
建
設
的
勝
利
を
う
る
た
め
の
前
提
僚
件
は
、
先
づ
第
一
民
園
民
経
済
を
快
復
さ
せ
る
乙
と
ゼ
あ
る
が
、
統
一
財
経
工
作
は
、

こ
の
歴
史
的
特
換
期
に
治
け
る
図
民
経
済
快
復
の
前
進
的
道
路
を
敷
設
す
る
開
鎚
で
あ
っ
た
。

新
民
主
主
義
的
世
舎
の
成
立
は
、
既
に
革
命
白
第
二
歩
た
る
祉
曾
主
義
革
命
が
開
始
さ
れ
た
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
で
あ
り
、
モ
こ

に
園
民
経
済
社
合
主
義
化
の
綜
A
V
的
長
期
的
計
劃
が
要
請
さ
れ
る
。
統
一
財
経
工
作
は
、
毛
の
性
格
よ
、
明
か
に
一
拡
曾
主
義
革
命
の
指

向
す
る
園
民
経
済
社
舎
主
義
化
白
原
則
を
財
経
工
作
に
蒋
形
す
る
障
系
的
計
劃
と
考
え
ら
れ
る
も
の
で
あ
る
。

ヱ
商
業
白
調
整
が
統
一
財
経
工
作
白
方
針
の
下
に
賢
施
さ
れ
る
と
い
う
己
と
は
、
モ
れ
が
統
一
一
期
経
工
作
に
よ
っ
て
遂
行
さ
れ
ワ
ラ



あ
る
経
済
的
、
叉
革
命
的
成
果
を
補
完
し
、
更
に
設
展
さ
せ
る
性
格
を
も
つ
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
。
隠
っ
て
ヱ
商
業
の
調
整
は
、
統

一
財
経
工
作
と
共
に
論
じ
て
十
分
説
明
し
重
さ
れ
る
も
の
と
見
な
け
れ
ば
た
ら
た
い
が
、
統
一
財
経
工
作
に
つ
い
て
は
、
先
に
震
表
ナ

L
機
舎
が
あ
っ
た
の
て
こ
れ
以
上
比
庭
で
ふ
れ
た
町
。

小
論
は
、
工
商
業
調
整
白
内
容
を
出
来
る
だ
け
詳
細
に
詔
介
し
、
更
に
こ
れ
に
よ
っ
て
途
行
さ
れ
る
中
園
経
済
の
社
曾
主
義
化
の
質

相
を
明
か
に
し
た
い
。

ω
陣
零
(
中
央
人
民
政
府
政
務
院
副
総
理
操
財
政
極
済
委
員
骨
主
任
)
、
闘
於
担
済
形
勢
、
調
整
工
商
業
科
調
整
柚
耽
諸
問
題
、
一
九
五

O
年
六
月

十
五
日
、
中
国
国
際
貿
易
促
議
委
員
曾
網
、
三
年
木
新
中
悶
紹
済
的
成
就
、
五
一
頁
。

章
乃
器
、
幣
制
穏
完
後
訓
柏
崎
工
商
業
忽
際
跡
、
一
九
五
O
年
、
同
月
二
4
a

八
日
、
論
中
国
経
祷
的
改
謹
、
一
一
一
二
頁
。

ω
毛
揮
束
、
保
守
醍
園
祭
財
政
経
漕
朕
況
的
基
本
好
輔
而
闘
争
、
一
九
五
O
年
六
且
六
日
、
前
掲
害
、
一

l
!
大
買
。

陳
雲
、
前
調
論
丈
、
前
調
書
、
四

O
l王
二
百
。

持
一
波
(
中
央
人
民
政
府
政
務
院
財
政
組
静
悉
員
曾
副
主
任
衆
肘
政
部
部
長
)
、
閣
於
調
整
柚
耽
問
題
、
一
九
五
O
年
六
月
十
五
日
、
前
掲
害
、

五
三
六
二
頁
。

ω
昭
和
二
十
八
年
十
一
月
京
都
大
事
経
涛
事
曾
に
布
い
て
研
究
設
表
。

な
お
三
木
毅
、
新
中
闘
に
布
け
る
統
一
間
家
酎
政
純
酔
工
作
に
つ
い
て
、
室
蘭
工
業
大
閥
単
研
究
報
告
、
第
三
盤
。

調

整

の

前

因

工
商
業
白
調
整
が
、
具
閥
的
に
政
策
、
方
法
と
し
て
表
現
さ
れ
る
場
合
、
ど
の
よ
う
な
問
題
に
集
約
さ
れ
る
か
に
つ
い
て
は
、
先
に

毛
津
束
に
よ
っ
て
税
収
の
調
整
及
び
公
私
関
係
と
品
目
安
閥
係
白
調
整
問
題
と
し
て
示
さ
れ
て
い
る
が
、
寅
際
工
作
の
重
賄
は
、
公
私
闘

係
の
調
整
と
税
収
の
調
整
色
二
問
題
に
お
か
れ
て
い
る
。

新
中
闘
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
忙
づ
い
て

事
七
十
王
巻

目

。
第
六
挽

丸



新
中
聞
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
づ
い
て

第
七
十
主
審

四

静
六
強

O 

エ
商
業
の
調
整
に
包
括
さ
れ
る
問
題
は
、
障
雲

P
あ
げ
る
と
己
ろ
に
よ
れ
ば
、
公
私
商
業
関
係
、
公
皆
相
互
関
係
、
私
替
相
互
関

係
、
工
商
業
関
係
、
金
融
業
と
工
商
業
関
係
、
販
制
関
係
、
圏
内
各
地
域
相
互
関
係
、
各
金
品
来
内
部
関
係
、
輪
出
入
閥
係
の
諸
問
題
て

あ
る
と
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
よ
う
に
調
整
さ
る
べ
き
多
く
の
問
題
の
申
て
、
特
に
調
整
の
重
黙
を
公
私
開
係
と
税
牧
の
問
題
に
集
中
せ

ざ
る
を
え
な
か
っ
た
中
関
経
済
の
一
般
的
情
勢
は
次
の
如
き
も
の
で
あ
っ
た
。

章
乃
器
は
中
岡
蓄
積
年
の
病
症
を
配
出
掛
と
投
機
に
象
徴
さ
れ
る
「
闘
民
皆
商
の
怪
現
象
」
と
し
て
い
る
、

mzの
病
症
は
遁
貨
膨

肢
と
そ
の
一
結
果
て
あ
る
物
慣
騰
貴
に
随
伴
さ
れ
る
も
の
で
あ
っ
た
。
新
中
閣
に
お
い
て
も
、
革
命
戦
争
の
未
完
了
と
財
経
工
作
の
分
散

管
珂
に
よ
っ
て
財
政
昧
弘
を
平
衡
し
、
通
貨
膨
脹
の
柏
崎
帆
を
梯
拭
し
、
金
融
物
便
白
大
務
動
を
防
止
し
て
、
工
業
生
産
主
著
し
く
制
約

す
る
闘
民
皆
商
的
怪
現
象
を
消
波
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
。

然
し
、
一
九
四
九
年
末
に
は
大
陸
に
お
け
る
解
放
敵
手
が
基
本
的
陀
終
結
し
、
議
直
制
か
ら
大
行
政
区
制
え
の
行
政
的
改
革
が
賀
行
さ

れ
、
統
一
の
た
め
の
軍
事
的
、
政
治
的
保
件
が
具
備
さ
れ
る
に
い
た
っ
て
、

一
九
五

0
年
度
全
園
財
政
牧
支
概
算
の
施
行
を
み
、
づ
い

て
統
一
財
経
エ
作
の
質
施
に
よ
っ
て
金
融
物
債
の
統
制
、
現
金
管
理
と
資
金
の
闘
家
機
関
え
の
集
中
使
用
が
徹
底
し
、
他
面
運
貨
統
一

託
基
く
雨
替
業
務
の
駿
箱
、
金
銀
の
流
通
禁
止
、
銀
行
材
軒
、
鐘
京
一
組
事
及
び
持
需
の
護
行
禁
止
、
金
利
引
下
げ
等
の
諸
措
置
が
と
ら

れ
、
私
瞥
銀
銭
業
の
非
合
法
治
動
と
工
商
業
の
固
積
奇
属
は
不
可
能
と
左
つ
わ
。

一
九
五

0
年
度
人
民
勝
利
折
賀
会
債
二
億
分
は
主
と

し
て
私
替
工
商
業
者
に
割
嘗
て

b
れ
、
枇
附
安
を
吸
牧
し
、
事
賀
よ
投
機
資
金
を
枯
渇
せ
し
め
た
も
の
で
あ
っ
た
。

統
一
財
経
工
作
に
よ
る
金
融
物
債
の
巌
格
な
規
制
に
よ
っ

τ、
人
民
心
虚
構
購
買
力
が
停
止
し
、
私
企
業
の
投
機
が
逼
塞
し
て
岡
氏
皆

商
の
怪
現
象
は
消
波
し
た
の
で
あ
る
が
、
私
企
業
に
お
け
る
不
合
理
な
経
皆
、
過
渡
心
機
構
膨
脹
と
盲
目
的
競
宰
等
白
南
腫
は
、
上
海

私
皆
銀
銭
業
白
休
業
一
一
一
一
一
家
、
開
業
七
三
一
家
、
上
海
、
宍
津
、
北
京
、
武
漢
、
庚
州
、
重
慶
西
安
、
の
七
大
都
市
私
瞥
工
商
業
の
休



業
一
八
、
八
四
ゴ
一
家
、
開
業
二
一
、
七
五
二
家
、
二
九
都
市
の
失
業
一
六
六
高
と
停
え
ら
れ
る
如
き
深
刻
な
恐
慌
現
象
と
な
っ
て
現
れ

た
の
ぞ
あ
ふ
。

「
散
慢
小
生
産
佑
優
勢
的
大
図
」
て
あ
っ
ぉ
。
こ
の
小
生
産
に
し
め
る
私
皆
企

業
の
比
重
は
エ
業
に
沿
い
て
五
六
・
ニ
ガ
、
商
業
に
沿
い
て
五
五
・
六
始
、
基
本
上
公
皆
企
業
が
指
謹
櫨
を
も
っ
と
は
い
え
、
事
質
上

嘗
時
の
申
園
経
済
は
、
陳
雲
の
形
容
を
か
り
れ
ば
、

私
営
令
業
の
活
動
は
支
配
的
で
あ
っ
て
、
城
郷
交
流
を
暢
遁
し
、
需
給
関
係
を
正
常
化
し
、
庚
大
社
人
民
の
需
要
に
謄
え
る
た
め
に
は
、

私
企
業
を
無
視
し
て
財
経
工
作
を
計
割
笠
施
し
え
な
い
情
況
に
あ
り
、
ヱ
商
業
調
整
の
賞
践
目
標
を
私
企
業
白
新
し
い
繁
柴
に
お
く
所

以
で
あ
っ
た
。

仲
間
し
、
期
待
さ
れ
る
私
企
業
の
護
展
は
、
産
業
活
動
に
お
い
て
私
企
業
を
無
関
し
え
な
い
現
欣
か

b
〈
る
車
な
る
繁
柴
を
意
味
す
る

も
の
子
は
た
い
。

元
東
新
民
主
主
義
的
世
曾
は
、
社
舎
主
義
的
要
因
た
る
私
経
済
と
費
本
主
義
的
要
因
え
る
公
経
済
と
の
、
二
律
相
民
的
一
一
重
髄
制
の

世
曾
ザ
一
あ
る
。
随
っ
て
こ
の
世
舎
の
財
経
政
策
の
基
本
的
原
則
は
、
い
か
に
し
て
こ
れ

b
二
要
因
を
結
合
し
、
問
調
介
工
合
作
せ
し
め
、

こ
の
社
舎
に
b
w
て
議
行
さ
れ
る
工
業
化
に
参
加
古
せ
る
か
に
あ
る
。
国
民
経
済
の
工
業
化
は
、
い
う
ま
で
も
な
く
社
舎
主
義
的
社
舎

建
設
の
物
的
保
件
と
し
て
措
定
吉
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
氏
以
私
の
介
工
合
作
は
尋
常
一
様
の
分
工
合
作
ゼ
は
な
く
、
公
営
企
業
の
指

導
棋
を
確
立
し
、
私
替
企
業
の
闘
出
現
斉
本
主
義
化
を
進
め
る
革
命
的
活
動
て
あ
る
。
統
一
財
経
工
作
は
、
モ
の
綜
合
的
計
劃
と
し
て
の

性
格
か
ら
、
分
工
合
作
の
具
皿
閥
的
方
法
を
示
す
も
白
て
は
な
く
、
そ
の
た
め
企
業
会
皆
化
に
十

y
d
カ
リ
ス
ト
的
傾
向
を
引
起
し
、
又

上
掘
の
如
金
工
商
業
の
諸
困
難
を
招
来
し
た
と
い
い
ろ
る
が
、
こ
の
私
企
業
に
表
れ
た
諸
困
難
は
、
本
質
に
お
い
て
、
私
皆
企
業
の
資

本
主
義
的
前
時
代
性
か
ら
く
る
矛
盾
の
顛
現
型
態
ゼ
あ
り
、
私
瞥
企
業
が
従
来
の
利
用
、
制
限
の
限
界
を
こ
え
て
、
そ
の
前
時
代
性
を

新
中
聞
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
ワ
い
て

第
七
十
王
告

四

揮
六
時
酔



新
中
闘
に
和
け
る
工
商
業
白
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

四

第
六
掠

粛
清
す
る
こ

ιな
く
し
て
、
即
ち
串
封
建
ヰ
殖
民
地
的
世
舎
か
ら
担
割
民
主
主
義
社
舎
え
り
嬰
化
に
則
臆
す
る
改
法
た
く
し
て
生
産
性
を

向
上
し
、
在
績
遜
展
し
え
な
い
こ
と
を
表
現
す
る
も
の
て
あ
っ
て
、
統
一
財
経
工
作
は
、
か
か
る
私
管
企
業
白
矛
盾
を
徹
底
的
に
摘
扶

す
る
役
割
を
も
っ
一
世
合
主
義
革
命
心
一
前
段
階
で
あ
っ
た
。
私
皆
企
業
の
一
困
難
に
蹄
納
さ
れ
る
一
般
的
経
済
情
況
は
、
要
す
る
に
、
分

工
合
作
の
具
鰻
方
法
を
指
示
し
、
私
皆
企
業
の
閣
家
資
本
主
義
的
改
迭
を
必
要
と
す
る
、
既
に
革
命
が
新
し
い
一
部
段
階
陀
陪
入
っ
た

こ
と
を
表
示
す
る
も
の
と
あ
づ
て
、

T
一
商
業
の
調
整
は
、
只
単
に
私
瞥
企
業
の
繁
柴
を
企
園
す
る
も
の
ぞ
は
志
〈
、
私
瞥
企
業
の
改
造

士
活
じ

τ、
積
極
的
に
図
民
経
済
k
快
復
さ
ぜ
、
同
時
に
社
合
主
義
的
一
批
合
建
設
の
方
詮
を
聞
く
も
の
で
あ
る
。

庭
て
、
園
民
経
済
工
業
化
む
速
度
は
、
閤
家
財
政
に
ょ
っ
一
て
園
家
安
全
を
集
中
し
、
図
家
銀
行
に
よ
っ
て
人
民
悌
費
を
吸
収
し
て
、

い
か
に
重
勲
的

K
こ
れ
を
投
資
す
る
か
に
依
存
す
る
。
財
政
資
金
白
闘
滑
念
速
な
積
蓄
は
、

一
民
遁
玉
な
税
制
に
よ
る
合
理
公
正
l

負
捨

の
一
貫
行
に
よ
っ
て
保
設
さ
れ
る
も
心
で
あ
る
。

一
九
王

0
年
度
全
閣
財
政
収
支
概
算
の
究
施
と
共
に
図
税
(
農
業
税
、
関
税
、
貨
物

税
、
工
商
業
税
)
及
び
地
方
税
(
薪
給
報
酬
所
得
税
、
存
款
利
子
所
得
税
、
印
花
税
、
遺
産
税
、
交
易
税
、
屠
宰
税
、
特
殊
消
費
行
矯

穂
、
房
産
税
、
地
産
税
、
使
用
牌
照
税
、
牧
税
〉
白
税
閥
系
が
確
立
さ
れ
、
統
一
財
経
工
作
に
よ
る
税
収
機
関
の
盤
一
合
と
現
金
管
理

が
進
み
、
財
政
資
金
の
集
中
使
用
が
賢
現
し
た
が
、
工
商
業
税
の
施
行
細
則
D
依
如
と
そ
の
結
果
引
起
さ
れ
た
僚
文
解
稗
の
混
鋭
、
税

率
と
質
牧
の
矛
盾
、
農
業
税
〔
公
温
と
い
い
、
質
物
徴
牧
〕
の
税
種
、
税
目
白
木
統
一
、
管
理
手
続
の
複
雑
、
徴
税
方
法
の
不
整
備
等

か
b
く
る
不
公
平
負
権
、
老
解
放
医
出
身
幹
部
の
欣
況
不
明
と
経
験
不
足
か

b
く
る
工
作
の
生
夜
、
園
氏
品
蒸
留
用
人
員
の
食
汚
腐
敗
等

々
の
偏
向
と
錯
誤
は
、
人
民
の
不
千
を
誘
裂
し
、
積
牧
工
作
に
著
し
い
支
障
を
来
た
し
わ
。
し
か
も
税
制
上
白
木
質
的
問
題
と
し
て
、

調
整
の
最
も
重
大
な
契
機
と
な
っ
た
の
は
農
民
と
工
商
業
者
白
不
公
平
負
捲
で
あ
っ
た
。

一
九
五

0
年
度
全
圏
財
政
牧
支
概
算
に
現
れ
る
農
民
負
捨
は
「
絡
し
牧
入
の
約
三

O
V
P、
工
商
業
者
負
擦
は
「
純
」
牧
入
白
約
三

O



刷
用
て
る
り
、
更
に
工
商
業
者
負
捲
の
関
税
、
貨
物
税
、
交
易
校
、
尾
宰
涜
等
の
間
接
税
は
究
質
よ
消
費
た
る
農
民
及
び
市
民
心
負
婚
で

あ
っ
て
、
華
北
の
経
験
に
よ
れ
ば
士
商
業
者
負
櫓
D
六
主
ガ
は
間
接
税
、
間
接
税
の
農
民
及
び
市
民
え
の
縛
嫁
は
九

O
Mて
あ
る
と
さ
れ

て
い
る
。
人
民
勝
利
折
質
公
債
に
は
る
調
整
分
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
工
商
業
者
負
権
に
比
べ
て
農
民
負
捨
は
可
成
り
抗
重
で
あ
る
こ

と
が
明
か
に
さ
れ
て
い
た
の
て
あ
る
。
〉
営
時
既
に
農
業
生
産
が
向
上
し
た
に
も
拘
ら
ず
、
農
民
の
自
家
消
費
が
増
長
し
、
農
産
物
商
品

化
率
白
低
下
が
問
題
と
さ
れ
て
い
る
始
、
己
れ
は
農
業
税
引
か
農
民
権
税
力
の
限
界
に
還
し
つ
つ
あ
る
こ
と
を
推
測
さ
せ
る
も
の
て
あ
っ

た。
農
産
物
商
品
侶
率
の
停
滞
現
象
は
、
物
債
の
大
波
動
に
代
っ
て
、
工
業
原
料
の
供
給
量
を
減
少
さ
せ
、
又
現
金
牧
入
の
減
少
か
ら
く

る
農
村
購
買
力
む
減
退
は
工
業
物
消
費
市
場
金
狭
間
出
化
し
、
物
資
交
流
の
暢
還
を
阻
碍
し
て
、
経
済
工
業
化
に
重
大
な
制
約
人
古
典
え
る

も
り
と
な
る
は
ず
で
あ
っ
た
σ

農
産
物
商
品
化
率
の
向
上
は
、
現
行
税
率
を
紘
持
す
る
限
k
ン
、
農
民
生
活
水
準
の
引
下
げ
に
よ
る
外
は

た
い
。
然
し
そ
れ
は
営
然
許
容
さ
れ
え
た
い
も
の
で
あ
り
、
叉
農
民
の
生
産
意
欲
を
昂
揚
す
る
た
め
に
は
、
農
業
税
の
騨
誠
に
し
く
は

在
い
。
農
業
税
の
軽
減
分
は
、
抜
郷
物
資
交
流
の
暢
還
と
工
商
業
白
快
復
強
展
に
よ
る
増
税
分
に
よ
っ
て
十
分
償
わ
れ
る
で
あ
ろ
う
二

九
五
O
一
年
度
全
閣
財
政
収
支
概
算
に
し
め
る
農
民
負
捲
と
工
商
業
者
負
擦
の
首
初
比
主
四
一
、
四
d
p
と
三
一
八
、
七
必
は
、
調
整
が
確
定

さ
れ
名
人
五
月
、
=
一
七
、
二
d
p
と
四

O
、
一
，
%
に
改
褒
苦
れ
て
を
り
、
税
牧
の
調
整
が
、
特
に
農
業
税
と
工
商
税
の
合
理
公
平
負
捲
を
童

関
す
る
所
以
が
理
解
さ
れ
る
。

持
惜
し
、
税
牧
の
調
整
は
、
公
私
関
係
の
調
整
が
単
に
私
瞥
企
業
の
繁
品
開
を
企
闘
す
る
も
の
で
た
hv
の
と
同
様
、
只
盟
に
合
理
八
虫
干
負

櫓
を
賀
行
す
る
も
の
で
は
在
い
。
徴
税
工
作
の
偏
向
錯
誤
は
、
本
質
上
徴
牧
エ
作
人
員
と
捲
税
者
た
る
農
民
及
び
工
商
業
者
の
前
時
代

性
に
匹
胎
す
る
も
の
ぞ
あ
っ
て
、
ひ
と
り
徴
税
ア
作
人
員
の
責
陀
蹄
せ
ら
れ
る
も
の
ぜ
は
な
い
。
徴
税
工
作
に
お
け
る
偏
同
錯
誤
は
、

新
中
国
v
h

お
り
る
エ
開
業
の
調
曜
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

四

回

第
六
披



新
巾
固
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
王
巻

四
一
一
五

第
ノ、
混

四

統
一
財
経
工
作
に
工
っ
て
暴
露
さ
れ
た
徴
税
工
作
人
員
及
び
捨
税
者
の
前
時
代
性
に
よ
る
矛
盾
白
額
現
化
に
外
た
ら
な
い
。
税
牧
の
調

整
は
、
官
の
再
分
配
青
強
化
し
、
そ
こ
に
要
求
さ
れ
る
階
級
闘
争
を
本
格
的
に
展
開
す
る
革
命
的
活
動
て
あ
る
。

工
商
業
の
調
蕗
一
は
、
以
上
観
察
す
る
如
く
、
新
民
主
主
義
的
社
曾
建
設
の
勝
利
裂
展
を
保
詮
す
る
も
の
で
あ
る
と
同
時
に
、
一
世
曾
主

義
革
命
の
初
期
小
段
階
の
一
都
合
訟
す
も
の
で
あ
る
。

ω
章
E
M
器
、
印
刷
神
的
改
建
|
|
消
服
、
去
腐
、
生
新
、
一
九
五
O
年
五
月
二
十
九
日
、
論
中
閉
経
済
的
改
誼
、
一
一
人
頁
。

仰
王
達
夫
、
一
年
来
的
利
チ
、
経
瀞
導
報
、
ニ
O
一
器
。

同
州
中
央
人
民
政
府
政
務
院
、
闘
卦
護
行
一
九
五
O
年
第
一
期
人
民
勝
利
折
賛
企
債
的
指
示
、
一
九
四
九
年
十
二
月
三
十
日
、
新
型
時
事
韓
刊
世
綱
、

統
一
閤
訳
財
政
経
費
工
作
、
七
じ
頁
。

ω
王
建
士
、
私
比
百
八
明
融
業
的
新
生
、
紹
評
導
報
、
一
八
三
援
。

挑
依
梓
(
中
央
人
民
肱
附
商
業
部
副
部
長
)
、
三
平
揖
全
国
尚
業
的
調
整
奥
設
展
、
一
九
五
一
年
九
月
瓦
目
、
中
間
同
際
貿
易
促
説
委
員
曾
網
、

三
年
末
新
中
国
経
漕
的
成
就
、
一
五
五
一
旦
。

陳
雲
、
闘
於
祖
神
工
作
和
剤
酔
工
作
的
報
告
、
一
九
五
一
年
十
月
二
十
五
日
、
前
喝
容
、
七
八
頁
o

m
陳
雲
、
開
於
紹
稗
形
勢
、
嗣
整
工
商
業
和
問
整
税
収
諮
問
問
、
前
掲
書
、
四
回
頁
。

同
開
薄
一
誠
(
中
園
共
産
灘
中
央
霊
長
)
、
中
詩
人
民
共
和
国
三
年
来
的
成
就
、
一
九
五
二
年
九
月
二
十
六
日
、
前
掲
害
、
一

C
六
頁
。

例
会
同
脱
政
貸
施
要
刷
。
エ
商
業
枕
暫
有
線
例
。
公
皆
企
業
激
納
工
同
業
柑
暫
行
排
法
u

貨
物
枕
暫
行
僚
例
。

制
限
雲
、
前
担
論
文
、
前
調
書
、
四
八
四
九
頁
。

薄
一
説
、
閥
於
調
整
粧
牧
問
題
、
前
掲
書
、
五
三
五
回
頁
。

ω
草
乃
器
、
擁
諮
執
行
一
九
五

0
年
度
全
国
同
月
政
牧
支
撤
鼻
、
一
九
四
九
牛
+
二
月
十
七
日
、
論
中
国
経
博
的
改
遣
、
六
O
|
六
一
頁
。

帥
薄
一
故
、
闘
於
一
九
五

0
年
度
財
政
牧
支
概
算
草
案
編
成
的
報
告
、
一
九
四
九
年
十
二
月
二
目
、
新
華
時
事
讃
刊
社
編
、
統
一
図
家
財
政
棋
梓
工

作
、
八
丸
頁
c



(1時

山
西
省
武
郷
農
村
考
察
報
告
、
新
車
月
報
、
第
三
巻
、
第
一
期
。

公
私
闘
係
の
調
整

工
商
業
の
調
整
原
則
は
、
共
同
綱
領
第
二
十
六
僚
「
園
出
家
は
経
皆
範
圏
、
原
料
供
給
、
販
賀
市
場
、
間
宵
働
傑
件
、
技
術
設
備
、
財
政

政
策
、
金
融
政
策
に
お
い
て
、
闘
皆
経
済
、
ム
ロ
作
祉
経
済
、
農
民
と
手
工
業
者
の
佃
関
経
済
、
私
人
資
本
主
義
経
演
と
園
出
家
資
本
主
義

経
済
全
調
整
配
合
し
、
各
種
の
枇
曾
経
済
成
悶
が
園
家
経
済
の
指
摘
肝
の
一
「
ゼ
、
分
工
合
作
、
各
々
そ
の
所
を
え
、
以
て
和
倉
経
済
の
澄

最
を
促
進
す
る
」
に
、
叉
分
工
合
作
の
原
則
は
同
第
三
十
一
依
「
闘
家
資
本
と
私
人
資
本
と
の
合
作
経
椅
は
、
関
口
探
資
本
主
義
酌
性
質

の
経
済
で
あ
る
。
必
要
に
し
て
可
能
志
保
件
に
治
い
て
、
私
人
資
本
が
園
家
資
本
主
義
経
済
え
帯
広
展
す
る
こ
と
、
た
と
え
ば
園
家
企
業

の
加
工
或
は
図
家
と
の
合
昔
、
或
は
租
借
形
式
に
よ
る
園
家
的
企
業
の
経
皆
、
関
家
資
源
の
開
殻
等
主
奨
励
す
べ
き
で
あ
る
」
に
明
か

J

し
あ
る
。
4

ん
も
八
灯
工
合
作
に
お
い
て
存
在
し
う
る
私
瞥
企
業
は
、
関
計
民
生
を
有
利
に
す
る
が
、
そ
れ
を
操
縦
し
え
た
い
事
業
に
限
b

れ
、
圏
内
景
経
済
白
命
脈
と
関
連
し
、
叉
園
計
民
生
を
操
縦
す
る
に
た
る
事
業
は
、
過
程
的
改
造
を
侠
た
ず
公
皆
化
さ
れ
る
こ
と
は
い
う

古
て
も
た
い
。

エ
商
業
調
整
心
共
闘
方
法
は
、
劉
沙
寄
の
所
調
「
豆
一
一
原
則
」
に
一
不
さ
れ
る
が
、
陳
雲
の
報
告
は
、
と
れ
を
敷
約
し
て
、
決
の
如
く

指
示
し
て
い
る
。

一
、
政
府
と
園
皆
企
業
は
、
で
き
る
限
り
私
瞥
工
場
え
加
工
を
委
託
し
、
又
は
訂
貸
(
製
作
翠
注
)
す
る
。

政
務
院
財
経
委
員
舎
は
各
閣
皆
企
業
、
と
機
関
部
隊
所
要
の
加
工
及
び
訂
貸
の
注
文
書
を
統
府
し
、
己
れ
を
年
二
回
、
会
私
工
場
に
分
配

し
合
私
工
場
の
牢
一
産
を
計
劃
的
に
組
織
す
る
三
、
政
府
は
一
部
の
農
業
品
を
買
上
げ
、
目
下
輪
出
困
難
で
あ
る
が
将
来
可
能
な
工
業

(

a

)

 

工
業
に
つ
い
て

新
中
図
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
E
巻

四
二
六

部
大
器

主王



新
中
関
同
和
け
る
工
開
業
の
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
王
春

四
二
七

第
六
鵠

~ ノ、

品
に
便
利
な
際
件
て
供
給
し
、
以
て
工
業
品
の
閣
内
外
市
場
主
撹
大
す
る

、
一
公
私
山
刀
を
連
合
し
、
工
業
資
金
の
回
勝
を
組
織
す

る

目
、
私
皆
企
業
が
経
瞥
方
法
と
弊
資
関
係
全
改
善
レ
、
共
同
し
て
企
業
り
困
難
を
克
復
す
る
こ
と
を
呼
び
か
け
る

宜
、
公
私
企

業
開
係
を
調
整
す
る
た
め
、
政
府
は
図
傍
企
業
以
外
の
各
機
関
部
隊
圏
照
に
む
け
る
分
散
経
借
の
生
産
を
順
次
統
一
調
整
す
る
準
備
を

し
、
私
人
企
業
、
手
工
業
及
び
農
民
副
業
全
協
調
さ
せ
る
六
、
各
生
産
部
門
の
生
産
過
剰
、
飽
和
財
態
を
随
時
公
告
し
、
宵
目
的
作

七
、
失
業
救
済
を
主
知
的
に
行
い
、
失
業
告
を
組
織
し
て
闘
家
公
共
の
事
業
に
参
加
さ
せ
る
。

業
白
弊
害
を
少
く
す
る

前
私
皆
工
場
え
の
加
工
及
び
討
貨
に
つ
い
て
、
一
、
私
皆
工
場
え
の
加
工
委
託
又
は
訂
貨
の
加
工
費
或
は
製
作
費
白
原
慣
計
算
は
、
各

工
場
の
生
産
技
術
の
高
低
に
上

b
ず
、
府
一
地
区
、
一
般
一
ム
揚
出
合
理
経
瞥
依
件
下
に
お
け
る
中
等
標
準
に
よ
っ
て
行
う
。
己
の
様
準

は
公
私
工
場
に
適
用
す
る
。
政
府
及
び
園
陸
企
業
の
閏
己
需
要
て
は
な
く
、
躍
に
私
替
工
場
の
生
産
停
止
を
ふ
ぜ
「
た
め
の
加
エ
及
び

訂
貨
は
、
加
工
費
及
び
製
作
費
士
一
般
五
常
の
そ
れ
よ

p
偲
く
す
る
。
但
し
加
工
及
び
訂
貨
の
債
格
と
製
品
の
引
渡
保
件
は
双
方
の
同

意
九
百
必
要
と
し
、
貨
物
心
受
渡
は
自
己
裁
量
に
ま
か
吐
る

一
一
、
加
工
及
び
訂
貨
の
契
約
書
は
、
各
会
私
工
場
に
遁
正
社
阻
分
を
行
い
、

政
府
、
各
閣
皆
企
業
に
屈
す
る
加
工
訂
貸
契
約
書
は
賞
地
の
人
民
政
府
主
商
局
の
管
理
を
経
て
分
配
さ
れ
、
常
地
の
工
商
護
、
総
工

曾
、
農
業
会
舎
と
協
力
し
て
契
約
の
康
行
、
支
抑
讃
品
の
完
済
を
は
か
る
の
一
一
方
法
が
示
さ
れ
て
い
る
。

一
、
政
府
は
経
済
情
況
に
臆
じ
て
、
随
時
卸
由
民
債
格
と
小
賢
債
格
、
地
匹
問
の
差
等
債
格
に
遁
正
た
帽
を

商
業
に
づ
い
て

も
た
せ
る
物
僚
政
策
を
定
め
る
。
と
の
積
の
償
格
差
は
小
賢
雨
人
と
遠
地
商
人
に
遁
王
た
利
盆
を
え
さ
せ
、
商
業
を
活
震
に
し
、
生
産

を
快
復
護
展
さ
せ
る
も
白
J

し
た
け
れ
ば
た
ら
な
い
、
二
、
閣
時
貿
易
機
関
所
設
の
小
貫
庖
と
百
質
公
司
の
数
は
、
小
賀
市
場
慣
格
を
安

定
し
、
投
機
商
人
の
市
場
擾
乱
を
制
止
す
る
限
度
に
止
め
る
。
小
一
貿
庇
は
糎
食
、
右
茨
、
紗
布
、
食
油
、
食
盟
、
石
油
の
六
種
に
限

a
H

い
あ
け

=τ
農
産
品
の
販
路
の
有
無
、
販
賓
の
遅
蓮
は
民
生
に
閲
す
る
大
事
ぞ
あ
る
か
ら
、
図
皆
貿
易
機
闘
の
牧
買
範
固
は
主
要
農
産
品
、

(
b
)
 

る



外
関
向
け
物
資
と
主
要
農
業
副
産
品
の
宇
部
に
限
り
、
他
は
合
作
祉
と
私
商
の
牧
買
を
奨
闘
す
る
回
、
農
産
品
の
遮
玉
債
格
を
維
持

し
、
農
民

D
E常
生
産
利
盆
土
保
護
す
る
必
要
が
あ
る
が
、
販
路
と
運
詮
販
責
の
利
潤
を
顧
慮
し
、
農
産
品
目
活
登
な
販
質
主
計
る
。

五
、
城
郷
の
物
資
交
流
を
早
め
、
農
民
と
市
民
が
そ
の
利
盆
を
う
け
る
た
め
、
地
方
人
民
政
府
は
私
商
白
運
送
販
賢
手
蹟
・
運
迭
保
件

に
十
介
な
便
宜
と
税
牧
政
策
と
税
牧
手
続
に
適
営
な
考
慮
を
奥
え
る
。

(

C

)

金
融
業
に
つ
い
て
閣
家
銀
行
は
私
管
銀
銭
業
の
連
合
貸
付
を
纏
糠
援
助
し
、
現
在
の
基
礎
て
そ
白
業
務
を
披
大
す
る
。

(
d
〉
工
商
業
白
組
織
に
つ
い
ζ

公
私
企
業
関
係
を
調
整
し
、
随
時
関
係
あ
る
問
題
を
協
議
す
る
た
め
公
私
工
商
業
を
同
業
公
舎

と
工
商
連
合
曾
に
組
織
す
る
。

か
い
し
ゃ

投
資
保
例
或
は
会
司
法
主
制
定
す
る
。

(

e

)

 

以
上
む
諸
措
置
に
み
ら
れ
る
特
長
の
一
は
、
調
整
の
豆
賄
が
工
業
民
治
か
れ
て
い
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
端
的
に
、
工
業
ー

と
商
業
に
お
け
る
園
家
資
本
、
土
義
化
速
度
の
相
違
と
在
っ
て
表
れ
て
い
る
。

工
商
業
の
圏
家
資
本
主
義
化
の
水
準
は
、
て
公
私
の
連
系
が
経
常
的
、
全
面
的
ゼ
あ
る
か
否
か
、
二
、
工
商
業
の
経
常
業
務
に
お

け
る
公
私
蓮
系
白
環
節
山
多
少
、
一
二
、
指
導
関
係
が
直
接
刷
、
内
部
酌
で
あ
ろ
う
か
否
か
、
そ
の
他
一
部
貸
付
金
で
あ
る
か
否
か
、
園

家
銀
行
白
貸
付
て
あ
る
か
否
か
、
に
上
っ

τ判
断
さ
れ
る
と
い
ふ
。

工
業
に
お
け
る
園
家
資
本
主
義
化
は
、
即
時
町
、
松
つ
ぎ
は
ん
問
、
蜘
叫
ん
か

L

胸
、
叫
お
い
ほ
錦
、
加
工
、
幸
町
尋
の
諸
段
階
が
あ
り
、
己
れ
ら

は
牧
師
帥
、
加
工
及
び
公
私
合
営
の
一
=
基
本
形
式
に
蹄
納
さ
れ
る
。
工
業
経
瞥
の
基
本
業
務
は
、
原
料
購
入
、
生
産
及
び
製
品
販
賓
の
三

珠
簡
に
分
れ
る
。
牧
購
は
製
品
販
買
の
一
環
節
の
み
の
公
私
蓮
系
て
、
こ
の
蓮
系
が
経
常
化
、
全
面
化
し
た
も
の
が
統
購
及
び
匂
鉛
て

あ
り
、
加
工
(
委
託
加
エ
)
は
原
料
購
入
と
製
品
販
賢
心
二
環
節
山
公
私
連
系
で
あ
る
。
こ
れ
ら
は
商
業
取
引
契
約
て
あ
り
、
外
部
的

新
中
固
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
ワ
い
で

第
七
十
五
巻

四

ノ旬、

第
~ 
/、

強

七

イb



新
巾
図
に
特
け
る
工
商
業
白
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
王
春

同

プu

第
六
世

ノ、

連
系
ぞ
あ
つ
℃
関
家
経
関
が
流
滝
環
節
の
一
端
文
は
爾
端
を
、
中
間
を
私
人
経
静
が
掌
握
す
る
も
の
で
あ
る
。
公
私
合
皆
は
商
業
取

引
、
放
資
の
結
合
て
あ
り
、
企
業
の
内
部
合
作
を
賢
現
し
、
会
の
私
に
劃
す
る
指
導
が
内
部
的
に
行
わ
れ
、
三
基
本
環
節
を
完
全
に
園

家
の
要
求
に
醸
じ
て
直
接
的
に
規
制
す
る
も
の
で
あ
る
。

商
業
の
関
家
資
本
主
義
牝
の
段
階
は
、
牧
勝
、
軒
め
ん
は
ん
制
、
山
川
か
い
瞬
、
公
私
合
替
で
あ
る
が
、

に
闘
納
し
う
る
。
商
業
は
附
師
、
事
館
、
品
酎
商
業
は
相
郡
山
と
恥
即
時
、
零
筈
商
業
は
忍
協
と
零
鈴
の
基
本
業
務
が
あ
る
が
、
一
般
に
商
業
経

L
い
れ

n
ろ
し

強
は
探
隣
、
建
批
(
蓮
告
と
葱
騨
)
一
及
び
零
鈴
の
三
基
本
環
簡
に
分
れ
る
。
私
替
商
業
が
圏
内
外
て
仕
入
れ
た
商
品
を
園
瞥
経
済
(
或
は

合
作
一
附
〉
に
卸
費
り
す
る
臼
が
代
購
(
代
間
圏
斡
採
鱗
)
、
と
の
経
詩
的
な
も
の
が
公
経
済
の
私
経
済
に
謝
す
る
臨
時
牧
鈴
て
あ
り
、

;
さ
ほ
ざ

私
営
小
賓
商
の
灸
経
済
に
劃
す
る
卸
買
が
代
錯
(
代
理
図
皆
鈴
筈
〉
、
こ
の
一
時
的
な
も
の
が
本
商
の
圏
器
商
品
心
経
鋭
、
代
際
、
代

錯
で
あ
っ
て
、
こ
れ
ら
を
一
括
し
亡
代
理
隣
鈎
と
い
う
。
闘
皆
商
業
が
楚
批
環
節
を
掌
握
し
た
以
後
は
、
卸
賀
商
と
小
賀
商
聞
に
直
接
連

こ
れ

b
は
代
理
副
都
と
金
合
皆

系
な
く
、
私
皆
商
業
は
図
皆
商
業
の
助
手
に

F
ぎ
な
い
。
会
私
合
瞥
は
全
基
本
環
節
の
合
作
で
あ
っ
て
、
商
業
取
引
、
内
部
組
織
に
治
け

る
直
接
指
謹
に
よ
る
岡
家
資
本
主
義
の
基
本
形
式
て
あ
る
。

工
商
業
の
圏
家
資
本
主
義
化
の
段
階
を
以
上
の
水
準
か
ら
考
慮
す
れ
ば
、
公
私
合
壁
及
び
公
替
化
が
共
に
進
め
ら
れ
て
い
る
の
で
あ

る
が
、
工
業
に
島
け
る
加
エ
、
訂
貨
形
式
と
商
業
に
あ
け
る
牧
臨
ほ
、
同
じ
〈
公
私
合
替
え
の
最
終
段
階
に
あ
る
と
い
え
、
前
者
は
後

者
に
比
べ
て
相
常
高
度
の
水
準
に
あ
る
こ
と
が
明
か
に
さ
れ
よ
う
。
国
家
安
本
主
義
化
の
速
度
に
こ
の
よ
う
な
遅
速
の
あ
る
の
は
、
単

に
統
制
の
難
易
と
か
、
産
業
的
性
格
の
相
遣
に
よ
る
も
の
で
は
た
く
、
革
命
の
木
質
か

b
く
る
エ
重
商
軽
原
則
の
表
れ
て
あ
る
と
み
な

け
れ
ば
な
ら
た
い
。

特
長
の
一
-
は
、
私
皆
企
業
の
利
潤
牽
に
づ
い
て
明
確
な
規
定
の
た
い
こ
と
で
あ
る
。
私
皆
企
業
の
存
在
が
許
容
さ
れ
る
限
目
、
そ
の



利
潤
獲
得
が
承
認
さ
れ
る
己
と
は
い
う
ま
で
も
な
く
、
私
管
企
業
の
登
展
が
擁
護
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
か
ら
、
私
企
業
の
利
潤
が
撰

大
再
生
産
に
充
営
さ
れ
う
る
量
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
然
し
、
そ
う
か
と
い
っ
て
闘
瞥
企
業
と
強
力
に
競
合
し
う
る
程
に
資
本
蓄
積

が
許
さ
れ
る
も
の
と
は
見
難
い
の
で
あ
る
か
ら
、
随
っ
て
世
間
仲
間
印
刷
調
合
理
利
潤
寧
が
問
題
に
さ
れ
託
け
れ
ば
な
ら
な
い
u

己
白
年
十
二
月
「
私
営
企
業
暫
行
保
例
」
に
よ
っ
て
企
業
利
潤
回
分
率
が
、
定
率
の
所
得
税
、

一
o
v
p以
土
の
積
立
金
、
年
利
八
必

以
下
の
定
額
株
主
配
営
及
び
以
上
を
除
く
残
類
に
つ

H
て
不
定
額
株
主
国
首
と
重
役
報
酬
六

o
v
p、
従
業
員
福
利
基
金
と
奨
働
金
一
豆

労
、
安
全
衛
生
設
備
基
金
一
五
労
、
そ
の
他
項
目
の
鼠
分
金
一

o
v
pと
規
定
さ
れ
、
利
潤
中
企
業
の
自
主
的
虚
分
に
委
ね
ら
れ
る
部
分

が
極
め
て
小
額
に
止
め
b
れ
て
い
る
。
女
h
て
一
九
五
二
年
六
月
、
三
反
豆
反
運
動
の
過
程
に
、
漸
く
園
家
及
び
園
皆
企
業
か
ら
の
加

工
、
訂
貨
に
つ
い
て
、

E
常
合
理
経
替
の
情
況
下
に
治
け
る
合
理
利
潤
率
を
企
業
資
本
の
約
一

odペ
コ
O
%及
び
ヨ
一

O
Mと
規
定
さ

れ
た
。
己
の
利
湖
率
は
詰
然
工
業
生
産
一
般

κ適
用
さ
れ
る
も
の
と
考
え

b
れ
る
。
商
業
に
闘
し
て
白
規
定
は
な
い
が
、
商
業
利
潤
が

工
業
利
潤
よ
り
も
高
率
で
あ
る
と
と
は
、
商
業
費
本
の
工
業
資
本
え
の
蒋
換
が
奨
励
き
れ
て
い
る
己
と
か

b
考
え
ら
れ
な
い
。
い
づ
れ

に
せ
よ
、
利
潤
既
分
葱
及
び
合
理
利
潤
率
か
ら
し
て
、
私
瞥
企
業
の
資
本
蓄
積
は
、
横
大
再
生
産
に
た
え
る
も
の
で
は
な
い
。
営
時
合

理
利
潤
の
問
題
が
提
起
さ
れ
な
か
っ
た
の
は
、
調
整
の
目
的
が
ま
ず
私
皆
企
業
の
快
復
に
告
か
れ
て
い
た
た
め
と
、
私
営
企
業
の
利
潤

が
、
賢
際
上
、
財
経
工
作
の
障
碍
と
た
り
ょ
っ
る
稗
に
高
率
て
な
か
っ
た
黙
に
上
る
も
の
で
あ
ろ
う
。

ω
劉
少
菅
、
在
北
京
慶
祝
五
一
持
動
節
幹
部
犬
舎
よ
的
積
説
、
一
九
五
O
年
五
月
一
目
、
中
国
間
際
貿
易
促
詰
喪
員
肯
縮
、
三
年
来
新
中
岡
極
稗
的

成
就
、
一
七

i
一
八
頁
。

間
陳
雲
、
閥
於
経
済
形
勢
、
調
整
工
商
業
和
調
整
柑
収
諸
問
題
、
前
掲
書
、
四
一
四
三
頁
。

ゆ
周
有
先
、
従
私
人
資
本
主
義
到
岡
京
費
本
主
義
、
経
済
周
報
、
四
九
続
。

新
中
固
に
担
け
る
ヱ
商
業
の
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

四

O 

第
六
按

九



親
中
国
に
和
け
る
ヱ
商
業
白
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

回

第
六
披

O 

四

税

牧

の

調

整

税
牧
調
整
の
原
則
は
、
共
同
綱
領
第
四
十
二
保
第
二
項
「
園
家
の
税
牧
政
策
は
革
命
戦
年
え
D
供
給
を
保
障
し
、
生
産
量
快
復
護
展

せ
し
め
、
関
家
建
設
白
需
要
を
守
る
原
則
を
以
て
，
、
税
制
金
簡
易
化
し
、
合
理
負
捲
士
賀
行
す
る
」
に
あ
る
。

税
牧
調
整
の
具
慢
方
法
は
、
陣
雲
及
び
薄
一
一
波
の
報
告
に
よ
れ
ば
女
の
如
く
で
あ
弘
。

農
業
税
に
つ
い

τ
一
、
徴
税
は
主
要
農
産
ロ
聞
に
限
る
一
一
、
税
を
軽
減
す
る
た
め
規
定
白
標
準
に
よ
り
徴
牧
ナ
る
。

五
O
年
夏
織
の
公
糎
に
つ
い
て
戸
を
卑
位
と
す
る
固
定
負
靖
率
は
、
貧
農
一
O
M
、
中
農
一
一
且
4
月
、
宮
曲
目
二
五
%
、
地
主
五
C
M
及
び

A

「
い
抱
ん
さ
く

特
殊
者
八
O
%
以
一
、

L
た
っ
て
い
る
一
二
、
徴
税
は
一
週
年
産
量
を
以
て
定
め
た
標
準
に
よ
る

3

固
定
標
準
以
上
白
増
産
部
分
は
菟
税
す

せ
れ

Z
容

さ

え

告

ら

24喧

る
四
、
秋
収
獲
前
に
産
量
調
査
と
許
産
査
を
行
う
。
土
地
改
革
の
来
行
或
は
未
完
白
地
匡
は
、
土
地
を
宮
地
人
民
自
習
慣
に
枕
い
操

干
地
、
山
坂
地
白
数
等
に
、
各
等
を
上
中
下
三
級
に
分
け
、
一
定
比
例
を
抽
出
し
、
典
型
調
査
を
行
い
各
等
級
問
畑
白
常
年
産
号
一
を
求

め
る
o

土
地
改
革
完
成
の
地
直
は
土
地
詮
に
照
合
し
て
調
査
し
、
産
量
一
宮
確
定
す
る
五
、
農
村
の
交
易
税
(
穀
物
、
棉
花
、
家
蓄
に

謝
す
る
特
別
秘
)
は
仲
賀
市
場
を
も
っ
地
方
に
遁
用
し
、
公
皆
商
底
、
合
作
社
、
定
設
工
商
業
者
及
び
人
民
の
仲
介
入
を
経
な
い
直
接

交
易
は
菟
税
す
る
。
農
民
白
家
庭
手
工
業
品
と
農
業
副
産
品
の
販
買
を
推
庚
す
る
た
め
一
何
時
慌
を
徴
牧
し
た
い

在
農
業
税
法
を
制
定
し
、
秋
徴
前
に
公
布
す
る
。

(

a

)

 

:IL 

六
、
全
園
統
一
的

(

b

)

 

エ
商
業
に
つ
い
て

一
、
ヱ
は
商
よ

D
軽
く
、
日
用
品
は
箸
修
品
よ
り
軽
い
徴
税
政
策
を
引
績
吉
行
う

ご
、
徴
牧
は
規
定

四
、
康
大
な
消
費
者
の
た
め
盟
税
主
軽
減
す
る
五
、
計
税
方
法
平
査
定
方
法
を
統

六
、
工
商
税
の
徴
枚
方
法
を
碓
定
ナ
る
七
、
各
大
都
市
に
税
務
局
、
エ
商
局
、
工
商
蓮

税
率
士
超
過
し
な
い
三
、
税
同
を
筒
化
ナ
る

一
し
、
貰
情
に
基
き
統
一
的
解
樫
を
作
る



合
舎
の
代
表
に
よ
っ
て
税
務
配
執
委
員
舎
を
組
織
し
、
関
係
の
税
額
、
庭
部
事
項
を
再
審
議
す
る
。

税
務
員
を
し
て
必
要
点
仏
政
策
頭
脳
、
税
牧
知
識
と
良
好
た
工
作
態
度
を
そ
た
え
も
ち
、
会
開
一

(

C

)

 

税
務
工
作
人
員
に
つ
い
て

致
し
℃
政
策
を
厳
守
し
、
人
民
と
共
同
し
て
、
し
か
も
人
民
白
不
満
を
引
起
さ
ず
、
官
僚
主
義
と
命
令
主
義
を
も
た
ず
、
同
時
に
脱
税

を
防
ぎ
、
原
潔
奉
公
せ
し
め
る
た
め
、
税
務
員
D
教
育
工
作
を
強
加
し
、
夏
秋
冬
の
コ
一
季
に
そ
の
成
呆
を
確
貨
に
把
握
す
る
。

ほ
う
荷
ゆ
包

(

d

)

税
種
税
問
に
つ
い
て
一
、
一
九
五

O
年
一
月
白
金
閣
税
政
究
施
要
則
に
定
め
る
貨
物
税
、
工
商
税
、
臨
税
、
関
税
、
薪
給

靴
蹴
所
得
税
、
主
帆
利
息
所
得
税
、
舵
一
化
税
、
遺
産
税
、
交
易
税
、
官
斡
税
、
開
局
酎
税
、
配
置
税
、
陀
品
開
制
覇
行
得
税
、
使
用
蹴
附
税

の
十
四
麗
を
、
新
給
報
酬
所
得
税
と
遺
産
税
を
暫
時
徴
収
せ
ず
、
産
産
税
と
地
産
税
を
合
併
し
て
十
一
一
慣
に
減
じ
る
二
、
貨
物
税
一
、

二
二
六
回
は
免
徹
三
八
七
回
、
合
併
三
九
一
の
七
七
八
回
を
減
じ
て
一
二
五
八
日
と
す
る
三
、
印
花
税
は
園
民
集
時
代
の
印
花
法
三
六

日
吉
踏
用
ナ
る
も
の
と
、
中
央
人
民
政
府
財
政
郁
印
花
税
僚
例
草
案
一
一

O
ロ
を
使
用
す
る
も
り
が
あ
る
が
、
財
政
部
草
案
に
よ
9
五
日

を
減
じ
て
ご
五
固
と
す
る
。

(

e

)

 

税
率
に
つ
い
て
(
割
弧
内
は
原
税
率
、
税
率
は
ガ
)

一
、
偉
業
税
は
総
枚
入
額
に
よ
る
も
の
一
一
ニ
、
替
世
間
総
牧
盆
に
よ

る
も
白
一
、
五
|
六
、
替
業
牧
盆
か

b
E介
し
た
手
数
料
に
よ
る
も
由
一

O

ご
O
。
一
一
、
所
得
税
は
五
ー
一
=
o
、
但
し
起
徴
黙
=
一

O

南
元
(
百
高
元
)
を
五
、
最
高
累
進
鮪
一
億
元
公
一
一
億
元
〉
を
一
二

O
、
岡
部
進
級
数
を
ご

O
級
(
一
四
級
)
h
=
一
、
臨
時
商
業
税
は
五
、

比
例
徴
収
(
囚

l
六
、
目
指
来
世
牧
)
四
、
貨
物
税
中
時
酷
税
九

O
i
一
一
一
o
、
四
被
一
陣
分
品
種
徴
牧
三
二

O
、
従
債
徴
収
)
、
蒸

溜
酒
税
五

O
(
二
δ
)、
捜
性
酒
精
税
一
ニ
(

U

(

二
δ
)、
官
析
、
棉
級
品
合
併
徴
税
一
五
三
六
、
四
)
、
首
昨
毛
織
品
合
併
徴

牧
二

O
(
一ニ

C
)、
火
柴
税
一
五
(
二

O
)
豆
、
印
花
税
は
金
額
比
例
徴
収
を
締
少
、
件
数
貼
紙
を
撲
大
、
例
え
ば
貨
物
送
付
百
罰
金
額

の
O
、
一
二
を
除
さ
、
商
品
買
上
金
受
領
詮
は
毎
件
貼
紙

六
、
利
息
所
得
税
は
公
私
銀
行
共
に
五
(
私
人
銀
銭
業
一

O
、
園
家
銀
行
不

新
中
闘
に
お
け
る
工
商
業
の
調
整
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

四

第
大
師



新
中
園
に
お
け
る
工
商
業
の
調
轄
に
つ
い
て

第
七
十
五
巻

四

第
六
鵠

七
、
交
易
税
は
仲
介
市
場
を
経
る
も
の
の
み
徴
牧
八
、
房
産
税
と
地
震
税
は
合
併
、
相
し
産
産
一
、
地
産
一
、
五
の
比
例
徴

牧
門
房
産
一

l
i
一
、
五
、
地
産
一
、
五

l
問
、
岡
市
進
徴
牧
)
。
図
家
機
関
部
隊
国
間
四
使
用
D
公
共
家
屋
は
概
ね
不
徴
九
、
特
種
消
費

吐
い
り
よ
J
h

ん
し
ょ

ι

行
潟
税
は
起
徴
鮪
を
延
席
税
五
高
元
二
高
一
冗
)
、
冷
食
税
一
高
元
(
五
千
一
克
)
、
放
館
業
は
毎
日
毎
部
屋
三
高
元
以
上
徴
牧

十
、
屠
宰
税
は
庚
束
の
輪
出
用
家
畜
出
随
時
胆
徴
枚
。
人
民
と
政
府
機
関
部
隊
固
悼
の
自
ら
飼
育
、
屠
殺
、
使
用
の
家
者
不
徴
十
一
、
使

用
牌
照
穂
は
(
車
附
、
船
舶
に
針
す
る
鑑
札
税
〕
は
低
減
、
例
え
ば
非
機
動
車
粟
一
一

O
l四
O
O庁
(
一
四

l
一
0
0
0斤
)
十
二
、

十
一
二
、
城
市
地
方
附
加
税
は
公
用
事
業
と
房
地
震
に
の
み
許
可
十
問
、
滞
納
金
は

O
、
五

l
一(一二)。

L
ん

こ

に

i
;

一
、
工
商
業
税
川
報
査
帳
法
(
間
報
賢
徴
品
目
に
査
帳
渋
を
間
合
)
。
建
ス
宝
た
合
計
制
度
を
も
っ

建
品
定
合
計
制
度
主
も
た
た
い
企
業
に
劃
し
て
と
ら
れ
、

徴撞
税
は
牟
減

(

f

)

徴
牧
方
法
に
つ
い

τ

企
業
に
封
し
て
と
ら
れ
る

同
開
白
報
公
議
民
主
評
定
法
(
民
主
評
議
接
)
。

評
議
白
前
経
営
規
模
に
臆
じ
少
く
と
も
大
中
小
白
三
等
、
毎
等
を
替
業
燃
況
に
際
じ
て
上
叩
下
の
一
三
級
に
わ
け
、
一
定
比
例
の
典
型
企

業
主
撰
び
、
典
型
調
査
を
行
い
、
各
企
業
心
中
間
等
級
の
標
準
以
官
業
額
と
所
得
額
を
求
め
、
各
企
業
或
は
各
匡
評
議
委
員
以
評
議
す
る
。

評
議
工
作
は
税
務
機
関
と
ヱ
商
涜
合
品
聞
で
共
同
協
議
し
、
共
同
責
任
を
負
う

前
二
方
法
の
行
い
が
た
い
小
エ
商
業
及
び
小
都
市
に
お
い
て
採
用
す
る
も
の
で
、
毎
年
一
回
民
主
評
議
を
行
い
、
納
税
額
金
決
定
し
、

一
ヶ
月
或
は
ご
ヶ
月
に
一
四
分
「
刺
し
、
税
額
は
年
中
不
鑓
と
す
る
二
、
所
得
税
半
年
毎
徴
牧
。
年
末
調
整
す
る
三
、
潜
業
税
及
び

所
得
税
附
本
分
支
応
の
資
本
が
一
本
ゼ
、
車
濁
て
損
径
を
計
算
し
が
た
い
円
も
白
は
、
皆
業
税
は
各
静
業
行
潟
地
て
、
所
得
税
は
本
庄

本
が
分
割
さ
れ
、
単
組
制
て
損
袋
を
計
算
し
う
る
も
り
は
、
ヱ
商
業
税
を
各
個
て
納
付
。
本
分
支
府
聞
の
原
慣
に
よ
る
商
品
業
行
免
と
み

ず
、
瞥
業
税
を
不
徴
刷
工
商
業
者
が
単
潤
或
は
連
合
し
て
他
都
市
に
設
立
す
る
仕
入
所
て
、
仕
入
だ
け
を
で
納
付
。
資
行
い
販
賢
し

川
円
二
以
上
白
工
場
が
、
許
可
を
え
て
設
立
し
た
連
合
倍
業
所
に
お
い
て
、
連
融
還
は
、
比
百
合
原
料
仕
入
、

川
門
間
報
公
議
評
定
に
上
る
定
期
定
額
法
〔
定
期
完
額
法
)
。

な
い
も
白
は
皆
業
税
を
不
徴



自
家
専
用
白
も
の
と
連
合
製
作
受
注
、
各
エ
場
分
阻
製
作
む
も
D
は
工
商
業
税
兎
徴
。
連
合
商
品
販
賢
て
股
責
債
格
か
ら
運
賃
等
の
費

用
を
引
い
た
額
が
、
製
作
工
揚
出
し
原
債
格
よ
町
高
く
版
賀
す
る
も
心
は
、
商
品
販
賛
金
額
に
つ
い
て
販
買
業
税
率
て
、
低
い
も
の
は
製

遣
業
税
率
て
徴
収
。
蓮
合
皆
業
所
て
差
額
牧
盆
を
う
る
も
心
は
、
そ
の
差
額
牧
盆
に
つ
い
て
手
数
料
徴
税
同
門
定
設
工
商
業
の
特
約
代

理
販
買
業
務
は
、
そ
白
代
理
販
翼
手
旗
費
に
つ
い
て
ヰ
数
料
徴
税
同
制
定
設
工
商
業
の
臨
時
出
張
員
て
、
他
都
市
に
商
品
を
販
賛
す
る

も
の
は
、
販
費
地
の
税
務
機
関
に
替
業
税
を
納
付
四
、
臨
時
商
業
税
事
前
に
徴
牧
せ

T
、
商
行
鴬
後
徴
牧
。
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貨
物
税
納
付
澄
明
に
つ
い
て

料
は
、
貨
物
税
を
完
納
し
て
工
場
か
ら
出
荷
し
た
後
、
更
に
他
の
地
方
に
販
賛
す
る
た
め
に
納
税
詮
明
を
う
け
、
販
買
手
横
を
と
る
必

要
が
な
い
一
一
、
農
林
陵
産
品
は
、
で
き
る
限
り
地
直
貨
物
税
納
付
詮
明
添
附
方
法
を
採
用
し
、
地
匪
外
人
白
轍
迭
に
つ
い
て
更
に
総

選
詮
明
を
う
け
、
職
選
手
績
を
と
る
必
要
が
な
円
。
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二
、
職
出
貨
物
は
、
輪
出
不
利
な
情
況
で
は
許
可
が
あ
れ
ば
貨
物
税
を
梯
戻
す
一
二
、
税
額
調
整
は
、
物
債
鍵
動
の
情
度
が
一
五
ガ
白

場
合
に
行
う
。
但
し
物
債
安
定
し
た
現
在
は
調
整
幅
度
を
一

od月
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め
る
。
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税
額
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評
儒
算
定
に
ツ
い
て

一
、
貨
物
税
ぽ

の
公
式
を
維
持
す
る

〆、
1 

Lノ

エ
商
業
の
資
産
再
評
債
と
資
本
調
整
を
一
九
豆

O
年
十
一
一
月
末
に
開
始
す
る
。
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